
東

京

都

北

区

地

域

公

共

交

通

基

本

条

例

 
目

次 

 

前

文 

 

第

一

章 

総

則

（

第

一

条

―

第

七

条

）

 

 

第

二

章 
基

本

的

事

項

（

第

八

条

―

第

十

四

条

）

 

 

第

三

章 

地

域

公

共

交

通

会

議

（

第

十

五

条

・

第

十

六

条

）

 

 

第

四

章 

雑

則

（

第

十

七

条

―

第

十

九

条

）

 

 

付

則 

 

東

京

都

北

区

は

、
豊

か

な

歴

史

と

文

化

遺

産

、
飛

鳥

山

の

桜

や

荒

川

の

水

辺

空

間

が

あ

り

、
山

手

線

、

京

浜

東

北

線

、

宇

都

宮

線

、

高

崎

線

、

埼

京

線

、

地

下

鉄

南

北

線

、

東

京

さ

く

ら

ト

ラ

ム

（

都

電

荒

川

線

）
及

び

都

営

・

民

間

バ

ス

路

線

が

通

り

、
埼

玉

県

に

接

し
「

東

京

の

北

の

玄

関

口

」

と

し

て

、

都

市

基

盤

の

進

展

と

と

も

に

交

通

利

便

性

の

優

れ

た

ま

ち

と

し

て

発

展

し

て

き

た

。

 

一

方

、

南

北

に

崖

線

が

走

り

「

高

低

差

」

に

よ

る

地

形

的

な

課

題

が

あ

り

、

超

高

齢

社

会

の

急

速

な

進

行

や

バ

ス

路

線

の

再

編

等

に

伴

い

、
移

動

に

困

難

を

感

じ

る

区

民

の

声

が

高

ま

っ

て

い

る

。 

こ

の

よ

う

な

状

況

の

中

、

環

境

問

題

や

超

高

齢

社

会

に

対

応

し

、

よ

り

交

通

利

便

性

を

高

め

、

魅

力

あ

る

東

京

都

北

区
（

以

下
「

区

」
と

い

う

。
）
を

創

造

し
「

多

様

な

交

通

手

段

を

活

用

し

て

、

誰

も

が

安

心

し

て

快

適

に

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

」

を

実

現

す

る

こ

と

が

重

要

で

あ

る

。

こ

の

考

え

方

は

「

Ｓ

Ｄ

Ｇ

ｓ

の

タ

ー

ゲ

ッ

ト

1
1
.
2

」

と

共

通

の

も

の

で

、

「

北

区

ゼ

ロ

カ

ー

ボ

ン

シ



テ

ィ

宣

言

」
に

も

つ

な

が

る

も

の

で

あ

る

。
そ

の

た

め

に

は

、
公

共

交

通

事

業

者

だ

け

で

は

な

く

、

区

や

区

民

、
事

業

者

も

一

体

と

な

っ

て

地

域

公

共

交

通

を

支

え

て

い

く

こ

と

が

求

め

ら

れ

て

い

る

。 
よ

っ

て

こ

こ

に

、

地

域

公

共

交

通

が

区

民

の

暮

ら

し

を

支

え

、

自

由

に

移

動

で

き

る

手

段

と

し

て

、

区

民

が

将

来

に

わ

た

っ

て

安

全

に

住

み

続

け

る

た

め

に

必

要

不

可

欠

な

も

の

で

あ

る

こ

と

を

認

識

し

、
誰

も

が

安

心

し

て

快

適

に

地

域

公

共

交

通

で

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

を

目

指

し

て

、

こ

の

条

例

を

制

定

す

る

。

 

 

第

一

章 
総

 

則 

 

（

目

的

）

 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

誰

も

が

安

心

し

て

快

適

に

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

（

以

下

「

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

」

と

い

う

。

）

に

関

し

、

基

本

理

念

を

定

め

、

並

び

に

区

、

区

民

、

事

業

者

及

び

公

共

交

通

事

業

者

の

役

割

等

を

明

ら

か

に

す

る

と

と

も

に

、

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

に

関

す

る

施

策

（

以

下

「

施

策

」

と

い

う

。

）

の

基

本

的

事

項

を

定

め

る

こ

と

に

よ

り

、

施

策

を

区

、

区

民

、

事

業

者

及

び

公

共

交

通

事

業

者

の

協

働

に

よ

り

総

合

的

、

計

画

的

及

び

効

果

的

に

推

進

し

、

地

域

公

共

交

通

の

利

用

を

軸

と

し

た

人

中

心

の

ま

ち

づ

く

り

へ

の

転

換

を

図

り

、

も

っ

て

区

民

が

安

全

で

暮

ら

し

や

す

い

社

会

の

実

現

に

寄

与

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。 

 

（

定

義

）

 

第

二

条 

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

 



 

一 

公

共

交

通 
 

区

民

の

日

常

生

活

又

は

社

会

生

活

に

お

け

る

移

動

の

た

め

の

交

通

手

段

と

し

 

て

不

特

定

多

数

の

者

に

利

用

さ

れ

る

交

通

機

関

を

い

う

。

 

 

二 
地

域

公

共

交

通 
 

公

共

交

通

を

補

完

し

、

区

民

の

日

常

生

活

若

し

く

は

社

会

生

活

に

お

け

る

移

動

又

は

観

光

旅

客

そ

の

他

の

北

区

を

来

訪

す

る

者

等

の

移

動

の

た

め

の

交

通

手

段

と

し

て

利

用

さ

れ

る

公

共

交

通

機

関

を

い

う

。

 

 

三 

区

民 
 

区

内

に

住

所

を

有

す

る

者

及

び

区

内

に

勤

務

し

、

又

は

在

学

す

る

者

を

い

う

。

 

 

四 

事

業

者 
 

区

内

で

事

業

活

動

を

行

う

法

人

そ

の

他

の

団

体

及

び

個

人

を

い

う

。

た

だ

し

、

 

公

共

交

通

事

業

者

を

除

く

。

 

 

五 

公

共

交

通

事

業

者

 
 

次

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

を

い

う

。

 

 
 

ア 

軌

道

法

（

大

正

十

年

法

律

第

七

十

六

号

）

第

四

条

に

規

定

す

る

軌

道

経

営

者

 

 
 

イ 

道

路

運

送

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

百

八

十

三

号

）

第

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

一

般

乗

合

旅

客

自

動

車

運

送

事

業

者

（

専

ら

高

速

自

動

車

国

道

法

（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

七

十

九

号

）

第

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

高

速

自

動

車

国

道

を

利

用

し

て

、

都

市

間

の

旅

客

の

運

送

を

行

う

者

を

除

く

。

）

及

び

道

路

運

送

法

第

九

条

の

三

第

一

項

に

規

定

す

る

一

般

乗

用

旅

客

自

動

車

運

送

事

業

者

 

 
 

ウ 

鉄

道

事

業

法

（

昭

和

六

十

一

年

法

律

第

九

十

二

号

）

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

許

可

を

受

け

た

鉄

道

事

業

者

（

旅

客

の

運

送

を

行

う

者

に

限

る

。

)
 

（

基

本

理

念

）

 



第

三

条 

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

は

、

地

域

公

共

交

通

が

心

豊

か

に

元

気

で

快

適

な

生

活

を

送

る

た

め

に

必

要

不

可

欠

な

も

の

で

あ

る

と

の

認

識

の

下

、

区

は

地

域

公

共

交

通

の

利

用

を

軸

と

し

た

人

中

心

の

ま

ち

づ

く

り

へ

交

通

環

境

の

整

備

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

２ 

区

、

区

民

、

事

業

者

及

び

公

共

交

通

事

業

者

は

、

将

来

に

わ

た

っ

て

安

全

・

安

心

な

地

域

公

共

交

通

を

維

持

・

発

展

さ

せ

る

た

め

、

そ

れ

ぞ

れ

の

役

割

を

担

い

、

協

働

し

、

交

通

環

境

の

整

備

及

び

区

民

の

地

域

公

共

交

通

の

利

用

推

進

に

一

体

と

な

っ

て

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

区

の

責

務

） 

第

四

条 

区

は

、

前

条

の

基

本

理

念

に

の

っ

と

り

、

地

域

公

共

交

通

に

関

す

る

総

合

的

な

計

画

を

策

定

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

区

は

、

前

項

の

計

画

に

区

民

、

事

業

者

及

び

公

共

交

通

事

業

者

の

意

見

を

反

映

さ

せ

る

よ

う

努

め

る

と

と

も

に

、

そ

の

計

画

実

現

の

た

め

の

施

策

の

実

施

に

当

た

っ

て

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

理

解

と

協

力

を

得

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

区

民

の

役

割

）

 

第

五

条 

区

民

は

、

地

域

公

共

交

通

の

利

用

を

軸

と

し

た

人

中

心

の

ま

ち

づ

く

り

へ

の

転

換

を

図

る

た

め

、

地

域

公

共

交

通

の

利

用

の

促

進

に

つ

い

て

理

解

と

関

心

を

深

め

る

よ

う

努

め

る

と

と

も

に

、

区

が

推

進

す

る

施

策

に

協

力

す

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

事

業

者

の

役

割

）

 

第

六

条 

事

業

者

は

、

事

業

活

動

及

び

従

業

員

の

通

勤

に

お

け

る

地

域

公

共

交

通

の

利

用

の

促

進



に

努

め

る

と

と

も

に

、

区

が

推

進

す

る

施

策

に

協

力

す

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

 
（

公

共

交

通

事

業

者

の

責

務

）

 
第

七

条 

公

共

交

通

事

業

者

は

、

地

域

公

共

交

通

の

利

用

の

状

況

を

踏

ま

え

、

区

の

地

域

公

共

交

通

の

利

便

性

を

高

め

る

よ

う

ハ

ー

ド

・

ソ

フ

ト

一

体

的

な

取

組

の

推

進

に

努

め

る

と

と

も

に

、

区

が

推

進

す

る

施

策

に

協

力

す

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

２ 

公

共

交

通

事

業

者

は

、

そ

の

運

行

す

る

地

域

公

共

交

通

の

利

便

性

向

上

に

関

し

、

利

用

者

に

情

報

を

提

供

す

る

と

と

も

に

、

利

用

者

か

ら

の

要

望

等

に

対

し

て

は

、

そ

の

運

行

に

反

映

さ

せ

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

 
 

 

第

二

章

 

基

本

的

事

項
 

 

（

地

域

公

共

交

通

計

画

）

 

第

八

条 

第

四

条

第

一

項

の

計

画

は

、

区

が

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

を

総

合

的

、

計

画

的

及

 

び

効

果

的

に

推

進

す

る

た

め

に

策

定

す

る

区

内

の

地

域

公

共

交

通

に

関

す

る

総

合

的

な

計

画

で

あ

る

北

区

地

域

公

共

交

通

計

画

（

以

下

「

計

画

」

と

い

う

。

）

と

す

る

。

 

２ 

区

は

、

計

画

を

策

定

す

る

と

き

は

、

第

十

五

条

に

規

定

す

る

北

区

地

域

公

共

交

通

会

議

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

れ

を

改

定

す

る

と

き

も

同

様

と

す

る

。

 

３ 

区

は

、

計

画

を

策

定

し

、

又

は

改

定

し

た

と

き

は

、

速

や

か

に

こ

れ

を

公

表

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

地

域

公

共

交

通

の

環

境

整

備

）

 



第

九

条 

区

は

、

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

を

推

進

す

る

た

め

、

地

域

公

共

交

通

の

環

境

整

備

を

行

う

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

区

は

、

地

域

の

安

全

・

安

心

の

推

進

及

び

環

境

負

荷

の

低

減

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

２ 

区

は

、

前

項

の

環

境

整

備

を

行

う

に

当

た

っ

て

は

、

地

域

公

共

交

通

の

利

用

を

軸

と

し

た

人

中

心

の

ま

ち

づ

く

り

へ

の

転

換

を

図

る

た

め

、

様

々

な

主

体

と

連

携

し

て

地

域

公

共

交

通

の

整

備

を

行

う

も

の

と

す

る

。

 

３ 

区

は

、

地

域

公

共

交

通

に

係

る

技

術

革

新

の

調

査

及

び

導

入

に

関

す

る

各

種

検

討

を

行

う

も

の

と

す

る

。

 

４ 

区

は

、

身

体

に

障

害

の

あ

る

者

、

移

動

が

困

難

な

高

齢

者

等

の

移

動

を

確

保

す

る

こ

と

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

地

域

公

共

交

通

の

導

入

）

 

第

十

条 

区

は

、

地

域

公

共

交

通

機

能

の

向

上

を

要

す

る

箇

所

に

つ

い

て

は

、

公

共

交

通

事

業

者

に

協

力

を

求

め

る

と

と

も

に

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

バ

ス

、

小

型

乗

合

交

通

・

タ

ク

シ

ー

等

（

デ

マ

ン

ド

型

等

）

（

以

下

「

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

バ

ス

等

」

と

い

う

。

）

を

導

入

し

、

当

該

箇

所

の

交

通

手

段

が

確

保

さ

れ

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。
 

２ 

区

に

お

け

る

バ

ス

等

の

交

通

体

系

は

路

線

バ

ス

を

基

本

と

し

、

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

バ

ス

等

は

こ

れ

を

補

完

す

る

も

の

と

す

る

。

 

３ 

区

は

、

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

バ

ス

等

を

導

入

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

区

民

の

意

見

を

聴

取

す

る

 



と

と

も

に

第

十

五

条

に

規

定

す

る

北

区

地

域

公

共

交

通

会

議

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

 

い

。

こ

れ

を

変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

も

同

様

と

す

る

。

 
（

意

識

の

啓

発

等

）

 

第

十

一

条 

区

は

、

地

域

公

共

交

通

の

利

用

の

促

進

等

、

移

動

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

に

関

す

る

区

民

及

び

事

業

者

の

意

識

の

啓

発

に

努

め

る

と

と

も

に

、

区

民

及

び

事

業

者

に

よ

る

自

主

的

か

つ

自

発

的

な

活

動

が

推

進

さ

れ

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

区

民

意

見

の

聴

取

）

 

第

十

二

条 

区

は

、

施

策

を

推

進

す

る

た

め

区

民

意

見

の

聴

取

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

表

彰

）

 

第

十

三

条 

区

は

、

施

策

の

推

進

に

著

し

く

貢

献

し

た

者

を

表

彰

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

（

区

民

等

へ

の

支

援

）

 

第

十

四

条 

区

は

、

施

策

を

推

進

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

区

民

、

事

業

者

又

は

公

共

交

通

事

業

者

に

対

し

、

技

術

的

又

は

財

政

的

な

支

援

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 
 

 

第

三

章

 

地

域

公

共

交

通

会

議

 

 

（

設

置

）

 

第

十

五

条 

施

策

の

推

進

及

び

地

域

の

実

情

に

即

し

た

地

域

公

共

交

通

の

利

便

性

向

上

に

必

要

と

な

る

事

項

を

協

議

す

る

た

め

、

道

路

運

送

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

六

年

運

輸

省

令

第

七

十

五

号

）

第

九

条

の

二

に

規

定

す

る

地

域

公

共

交

通

会

議

と

し

て

、

北

区

地

域

公

共

交

通

会

議

を

置



く

。 

 
（

組

織

）

 
第

十

六

条 

北

区

地

域

公

共

交

通

会

議

は

、

区

長

が

委

嘱

し

、

又

は

任

命

す

る

委

員

を

も

っ

て

組

織

す

る

。
 

２ 

こ

の

章

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

北

区

地

域

公

共

交

通

会

議

の

組

織

及

び

運

営

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

別

に

定

め

る

。

 

 
 

 

第

四

章

 
雑

則 

 

（

財

政

上

の

措

置

）
 

第

十

七

条 

区

は

、

施

策

を

推

進

す

る

た

め

に

必

要

な

財

政

上

の

措

置

を

講

ず

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。 
 

（

国

等

に

対

す

る

要

請

等

）

 

第

十

八

条 

区

は

、

施

策

を

推

進

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

国

、

東

京

都

そ

の

他

関

係

団

体

に

対

し

、

必

要

な

協

力

の

要

請

又

は

提

案

を

行

う

も

の

と

す

る

。

 

（

委

任

）

 

第

十

九

条 

こ

の

条

例

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

条

例

の

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

別

に

定

め

る

。

 

 
 

 

付 

則

 

 

（

施

行

期

日

） 



１ 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 
 

（

経

過

措

置

） 
２ 
こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

存

す

る

北

区

地

域

公

共

交

通

計

画

に

つ

い

て

は

、

こ

の

条

例

の

規

定

に

基

づ

き

策

定

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

。

 

３ 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

存

す

る

北

区

地

域

公

共

交

通

会

議

に

つ

い

て

は

、

こ

の

条

例

の

規

定

に

基

づ

き

設

置

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

。

 

  


